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○共同利用・共同研究体制により個々の大学の枠を越えた研究力の強化を図っている。

：国立大学における附置研究所等

○共同利用・共同研究体制のもとで推進する大学共同利用機関法人等による
大型プロジェクトについても運営費交付金で支援している。

個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等の提供（共同利用）、
さらには国内外の大学の枠を越えた共同研究を促進するシステム



・全国共同利用型の附置研究所等は、単独の組織単位で認められてきたが、平成２０年度か
らは、複数の研究所から構成されるネットワーク型の拠点形成も可能とした。

・平成２８年度からは、ネットワーク化促進のため、拠点認定制度の対象となっていなかった機関
（大学共同利用機関や独立行政法人等の研究機関）の研究施設を「連携施設」と定義し、連携施
設とのネットワーク全体を「連携ネットワーク型拠点」として位置付けた。

・国立大学の拠点の認定期間は中期目標期間。
・公私立大学の拠点の認定期間は６年間。

○個々の大学の枠を越えて、大型の研究設備や大量の資料・データ等を全国の研究者が共同利用し、共同研究
を行う「共同利用・共同研究」のシステムは、我が国の学術研究の発展にこれまで大きく貢献。

○こうした共同利用・共同研究は、従来、国立大学の全国共同利用型の附置研究所や研究センター、大学共同
利用機関等を中心に推進されてきたが、我が国全体の学術研究の更なる発展を図るには、国公私立大学を問
わず大学の研究ポテンシャルを活用して、研究者が共同で研究を行う体制を整備することが重要。

○このため、平成20年7月に国公私立大学を通じたシステムとして、新たに文部科学大臣による共同利用・共同
研究拠点の認定制度を創設。

※学校教育法施行規則第143条の3
※共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（平成20年文部科学省告示第133号）

我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開

創設の趣旨等

本制度の創設

制度の特徴

国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点制度について

当該研究分野の
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制度の概念
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〔研究施設全体を認定〕〔研究施設の一部を認定〕

○大学
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（中期目標に位置付け）

連携の範囲



・北海道大学
低温科学研究所
遺伝子病制御研究所
触媒科学研究所
ｽﾗﾌﾞ・ﾕｰﾗｼｱ研究ｾﾝﾀｰ
人獣共通感染症ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

・帯広畜産大学
原虫病研究ｾﾝﾀｰ

・東北大学
金属材料研究所
加齢医学研究所
流体科学研究所
電気通信研究所
電子光理学研究ｾﾝﾀｰ

・筑波大学
計算科学研究ｾﾝﾀｰ
遺伝子実験ｾﾝﾀｰ

・群馬大学
生体調節研究所

・千葉大学
環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾﾝﾀｰ
真菌医学研究ｾﾝﾀｰ

・東京大学
医科学研究所
地震研究所
社会科学研究所附属
社会調査・ﾃﾞｰﾀｱｰｶｲﾌﾞ
研究ｾﾝﾀｰ
史料編纂所
宇宙線研究所
物性研究所
大気海洋研究所
素粒子物理国際研究ｾﾝﾀｰ
空間情報科学研究ｾﾝﾀｰ

・徳島大学
先端酵素学研究所

・愛媛大学
地球深部ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｾﾝﾀｰ
沿岸環境科学研究センター

・高知大学
海洋ｺｱ総合研究ｾﾝﾀｰ

・九州大学
生体防御医学研究所
応用力学研究所

ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所
・佐賀大学
海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

・長崎大学
熱帯医学研究所

・熊本大学
発生医学研究所

・琉球大学
熱帯生物圏研究ｾﾝﾀｰ

●：共同利用・共同研究拠点の所在地

国立大学27大学72拠点

・京都大学

生態学研究ｾﾝﾀｰ
放射線生物研究ｾﾝﾀｰ
野生動物研究ｾﾝﾀｰ
東南ｱｼﾞｱ地域研究研究所

・大阪大学
微生物病研究所
蛋白質研究所
社会経済研究所
接合科学研究所

核物理研究ｾﾝﾀｰ
ﾚｰｻﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ学研究ｾﾝﾀｰ

・鳥取大学
乾燥地研究ｾﾝﾀｰ

・岡山大学
資源植物科学研究所
惑星物質研究所

・広島大学
放射光科学研究ｾﾝﾀｰ

私立大学20大学22拠点

【物質・ﾃﾞﾊﾞｲｽ領域共同研究拠点】
・北海道大学 電子科学研究所
・東北大学 多元物質科学研究所 ○
・東京工業大学 化学生命科学研究所
・大阪大学 産業科学研究所
・九州大学 先導物質化学研究所

【学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点】
・北海道大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
・東北大学 ｻｲﾊﾞｰｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ
・東京大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ ○
・東京工業大学 学術国際情報ｾﾝﾀｰ
・名古屋大学 情報基盤ｾﾝﾀｰ
・京都大学 学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
・大阪大学 ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
・九州大学 情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ

【生体医歯工学共同研究拠点】
・東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 ○
・東京工業大学 未来産業技術研究所

・静岡大学 電子工学研究所
・広島大学 ﾅﾉﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾊﾞｲｵ融合科学研究所

【放射線災害・医科学研究拠点】
・広島大学 原爆放射線医科学研究所○
・長崎大学 原爆後障害医療研究所

・福島県立医科大学 ふくしま国際医療科学研究ｾﾝﾀｰ

【北極域研究共同推進拠点】※連携ﾈｯﾄﾜｰｸ型拠点
・北海道大学北極域研究ｾﾝﾀｰ
（連携施設）
・情報ｼｽﾃﾑ研究機構国立極地研究所
国際北極環境研究ｾﾝﾀｰ
・海洋研究開発機構
北極環境変動総合研究ｾﾝﾀｰ

※○は中核機関

公立大学4大学6拠点

・大阪市立大学
都市研究ﾌﾟﾗｻﾞ
人工光合成研究ｾﾝﾀｰ

・和歌山県立医科大学
みらい医療推進ｾﾝﾀｰ

・名古屋市立大学
不育症研究ｾﾝﾀｰ
創薬基盤科学研究所

・兵庫県立大学
自然・環境科学研究所天文科学ｾﾝﾀｰ

平成２９年度 共同利用・共同研究拠点一覧 （平成２９年４月１日）

・自治医科大学
先端医療技術開発ｾﾝﾀｰ

・慶應義塾大学
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｰﾀ設計・解析ｾﾝﾀｰ

・昭和大学
発達障害医療研究所

・玉川大学
脳科学研究所

・東京農業大学
生物資源ｹﾞﾉﾑ解析ｾﾝﾀｰ

・東京理科大学
総合研究院火災科学研究ｾﾝﾀｰ
総合研究院光触媒国際研究ｾﾝﾀｰ

・文化学園大学
文化ﾌｧｯｼｮﾝ研究機構

・法政大学
野上記念法政大学能楽研究所

・明治大学
先端数理科学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ

・早稲田大学
ｲｽﾗｰﾑ地域研究機構
坪内博士記念演劇博物館

・神奈川大学
日本常民文化研究所

・東京工芸大学
風工学研究ｾﾝﾀｰ

・愛知大学
三遠南信地域連携研究ｾﾝﾀｰ

・中部大学
中部高等学術研究所国際GISｾﾝﾀｰ

・藤田保健衛生大学
総合医科学研究所

・立命館大学
ｱｰﾄ・ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

・京都造形芸術大学
舞台芸術研究ｾﾝﾀｰ

・同志社大学
赤ちゃん学研究ｾﾝﾀｰ

・大阪商業大学
JGSS研究ｾﾝﾀｰ

・関西大学
ｿｼｵﾈｯﾄﾜｰｸ戦略研究機構

・東京医科歯科大学
難治疾患研究所

・東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所

・東京工業大学
ﾌﾛﾝﾃｨｱ材料研究所

・一橋大学
経済研究所

・新潟大学
脳研究所

・金沢大学
がん進展制御研究所
環日本海域環境研究ｾﾝﾀｰ

・名古屋大学
未来材料・ｼｽﾃﾑ研究所
宇宙地球環境研究所

・京都大学
化学研究所
人文科学研究所
ｳｲﾙｽ・再生医科学研究所
ｴﾈﾙｷﾞｰ理工学研究所
生存圏研究所
防災研究所
基礎物理学研究所
経済研究所
数理解析研究所
原子炉実験所
霊長類研究所

13大学5ﾈｯﾄﾜｰｸ型拠点21研究機関※赤字は平成29年度からの新規認定

分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 分類 分野 拠点数 計

理・工 34 理・工 7 理・工 4 45

医・生 28 医・生 9 医・生 1 38

人・社 10 人・社 12 人・社 0 22

72 28 5 105

53大学105拠点（国立28大学、公立5大学、私立20大学）

国立 公私立
ネット
ワーク

計 計 計



共同利用・共同研究拠点数の推移（平成２０～２９年度）

※京都大学再生医科学研究所
(平成20年10月1日共同利用・共同研究拠点認定)

出典：学術機関課調べ
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国立大学 全国共同利用型の附置研究所・研究施設 私立大学 公立大学

拠点数

年度

共同利用・共同研究拠点制度の開始（平成２０年度～）

【第１期中期目標期間】
（Ｈ１６～Ｈ２１）

【第２期中期目標期間】
（Ｈ２２～Ｈ２７）

【第３期中期目標期間】
（Ｈ２８～Ｈ３３）

拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数 拠点数 研究施設数

国立大学 1拠点 1機関※ 1拠点 1機関※ 70拠点 82機関 74拠点 86機関 74拠点 86機関 77拠点 89機関 77拠点 89機関 77拠点 89機関 77拠点 92機関 77拠点 90機関

私立大学 6拠点 6機関 9拠点 9機関 9拠点 9機関 9拠点 9機関 9拠点 9機関 12拠点 12機関 16拠点 16機関 19拠点 19機関 20拠点 20機関 22拠点 22機関

公立大学 0拠点 0機関 0拠点 0機関 0拠点 0機関 0拠点 0機関 0拠点 0機関 1拠点 1機関 2拠点 2機関 3拠点 3機関 6拠点 6機関 6拠点 6機関

計 7拠点 7機関 10拠点 10機関 79拠点 91機関 83拠点 95機関 83拠点 95機関 90拠点 102機関 95拠点 107機関 99拠点 111機関 103拠点 118機関 105拠点 118機関

- 48機関 - 48機関

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

全国共同利用型の附置研究所・研究施設

拠
点

数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度



第３期における国立大学の共同利用・共同研究拠点認定・評価のスケジュール

6年目

中間評価 期末評価

公募

1年目

【H27】 【H28】 【H29】 【H30】 【H31】 【H32】 【H33】 【H34】

認定されなかった場合、
翌年度の申請は認めない。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

第３期中期目標・中期計画期間 第４期第２期

期末評価

H28～33

6年
認定

H30～33

４年
認定

H31～33

３年
認定

6年目

公募 公募

認定取り消しを可能と
する。

H34～39

6年
認定

３年※ ３年※ ※３年ごとに
厳格な評価を実施。



共同利用・共同研究拠点の評価・認定スケジュール（公私立大学）

FY29 FY30FY27FY26FY25 FY32 FY33 FY34 FY35FY31FY28

12月 2月

認定審議
〔29’認定〕

12月 2月

認定審議
〔30’認定〕

12月 2月

認定審議
〔31’認定〕

認
定
審
議

中間評価
〔26’認定拠点〕

4月 8月

中間評価
〔27’認定拠点〕

1月 6月

中間評価
〔28’認定拠点〕
期末評価

〔25’認定拠点〕

認
定
審
議

認
定
審
議

中
間
・
期
末
評
価

中
間
・
期
末
評
価

中
間
・
期
末
評
価

：第９期作業部会において
審議予定

特色ある共同利用・共同研究拠点（公私立大学）の評価スケジュール

特色ある共同利用・共同研究拠点（公私立大学）の認定スケジュール

公私立大学の共同利用・共同研究拠点の認定・評価スケジュール



（経費区分）

【運営費】(a)運営委員会経費 (b)共同研究費 (c)共同研究費

(d)期末評価反映分（Ｓ、Ａ評価拠点のみ対象）

【人件費】(e)共同利用・共同研究拠点における国際化や異分野

融合・新分野創成、ネットワーク形成など共同利

用・共同研究体制の機能向上・活性化に向けた業

に対する職員等の雇用経費

①『拠点活動基盤経費』 ②『共同利用・共同研究拠点の機能強化』

（重点支援の方向性）

○卓越した成果を創出している国内外の研究機関等と連携して、国際的に

顕著な成果を創出するための活動

○組織・機関間で効果的なネットワークを形成し、新たな学問分野の創成

やイノベーションの創出に資する活動

○国内外の研究組織と連携して、特定分野の研究環境基盤の構築・強化に

資する活動

① 共同利用・共同研究拠点の強化【平成29年度予算：61億円（60億円）】① 共同利用・共同研究拠点の強化【平成29年度予算：61億円（60億円）】

将来的に共同利用・共同研究拠点となり得るような先端的かつ特色ある研究を推進する附置研究所等の形成や強化に資する取組につ
いて重点的に支援。

② 新たな共同利用・共同研究体制の充実【平成29年度予算：８億円（８億円）】

共同利用・共同研究拠点に対して、安定的な活動に対する一定の基盤経費（①）とともに、機能強化に向けた重点支援の方向性に基
づく取組（②）を支援。

共同利用・共同研究拠点において、研究の卓越性を有するとともに、共同
利用・共同研究機能を向上させる仕組みを有し、かつ、組織や人材の流動性
を高める内容となっていることを前提としつつ、大学全体の機能強化に資す
るとともに我が国における研究のモデルとなるような取組を推進。

以下の重点支援の方向性によりに支援。

（例）・共同利用・共同研究拠点を目指す研究所等の機能強化に資する取組の強化

・国際的研究水準や連携体制のもとで国際的なハブとして活動を推進する研究拠点の形成・強化

・新たな学問分野の創成に資する全学的な研究組織の形成

・研究の卓越性は高いが組織レベルでの研究体制については強化を要する学問分野の研究体制の構築 等

※ 本支援の対象は、全国的なモデルとなる研究システムの構築を前提として、全学的研究施設（研究所・研究センター）における取組（全学的な研究施

設の形成も含む）とする。

拠点認定に伴い必要となる活動を安定的に支援。

共同利用・共同研究体制の強化・充実（国立大学関係）
平成２９年度予算額 ：６８億円

（平成２８年度予算額 ：６８億円）



共同利用・共同研究拠点（国立大学関係）に対する予算の推移
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共同利用・共同研究拠点の強化
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（単位）億円



スタートアップ支援 機能強化支援

支援内容
 拠点としての体制整備に要する経費（人件費）
 学術資料や研究設備の整備費
 共同利用・共同研究の経費（旅費、研究費）

　スタートアップ支援の終了した拠点が、拠点機能をさらに強化する
ための経費

期間 ３年間 １～３年間

予算額
１拠点あたり、４０，０００千円以内

（２年目以降２０％ずつ逓減）
１拠点あたり、３０，０００千円以内

（２年目以降１０％ずつ低減）

○ 大臣認定（６年間）を受けた「共同利用・共同研究拠点」を対象に、スタートアップのための初期投資、
拠点機能の強化を図る取組について支援を行い、共同利用・共同研究拠点の量的・質的拡充を図る。

特色ある共同研究拠点の整備の推進事業

○ 平成２０年７月の学校教育法施行規則の改正により、国公私立大学の研究所等を文部科学大臣が「共同利用・共同研究拠点」として認定する制度を
創設し、全国共同利用の取組を公私立大学にも拡大。

○ 平成２９年４月現在、大臣認定拠点は、国立大学77拠点に対し、公私立大学２８拠点（公立６、私立２２拠点）と少ない。
○ 高等教育の８割を担う公私立大学が保有する研究資源を、大学の枠を超えて広く活用することが喫緊の課題であり、事業の一層の推進が必要。

背 景 ・ 課 題

５３大学１０５拠点（国立2８大学、公立５大学、私立２０大学）

共同利用・共同研究拠点

○ 従来にない特色ある研究分野において、優れた学術資料、研究設備等を有する潜在的研究力の高い公私立大学の研究所等の研究資源を、大学の
枠を超えて研究者の共同利用・共同研究に活用することを通じて、研究分野全体の研究水準の向上と異分野融合による新たな学問領域の創出を図り、
我が国の学術研究の発展を目指す。

事 業 目 的

大
学

分野 拠点数
大
学

分野 拠点数

国
立

理・工 ３８
公
私
立

理・工 ７

医・生 ２９ 医・生 ９

人・社 １０ 人・社 １２

計 ７７ 計 ２８

平成27年度採択拠点 平成28年度採択拠点

【スタートアップ支援】 【スタートアップ支援】 【機能強化支援】

東京理科大学
「光触媒研究推進拠点」

名古屋市立大学
「創薬基盤科学技術開発研究拠点」

早稲田大学
「イスラーム地域研究拠点」

早稲田大学
「演劇映像学連携研究拠点」大阪市立大学

「人工光合成研究拠点」名古屋市立大学
「不育症・ヒト生殖メカニズム解明のための
共同研究拠点」

慶應義塾大学
「パネル調査共同研究拠点」

兵庫県立大学
「光学赤外線天文学拠点」 東京工芸大学

「風工学研究拠点」
藤田保健衛生大学
「脳関連遺伝子機能の網羅的解析拠点」

同志社大学
「赤ちゃん学研究拠点」

大阪商業大学
「日本版総合的社会調査共同研究拠点」

事 業 概 要

平成２９年度予算額 ： ２．９億円
（平成２８年度予算額 ： ２．９億円）

平成29年度採択拠点

【スタートアップ支援】 【機能強化支援】

自治医科大学
「大型動物を用いた橋渡し研究拠点」

東京理科大学
「火災安全科学研究拠点」

玉川大学
「社会神経科学研究拠点」

立命館大学
「日本文化資源デジタル・アーカイブ
研究拠点」



国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点 関連法令等

学校教育法（昭和22年法律第26号）

第96条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）

第143条の3 大学には、学校教育法第96条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教
員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを
置くことができる。
２ 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科
学大臣の認定を受けることができる。

共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（平成20年文部科学省告示第133号）

（趣旨）
第１条 学校教育法施行規則（以下「規則」という。）第143条の３第２項の規定に基づく共同利用・共同
研究拠点の認定その他の共同利用・共同研究拠点に関する事項については、この規程の定めるとこ
ろによる。
（定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 申請施設 共同利用・共同研究拠点の認定を受けようとする研究施設をいう。
二 関連研究者 研究施設を置く大学の職員以外の者で、当該研究施設の目的たる研究と同一の分
野の研究に従事する者をいう。
三 共同利用・共同研究 大学に置かれた研究施設を利用して行われる研究であって、募集により関
連研究者が参加して行われるものをいう。
四 連携施設 申請施設と連携して共同利用・共同研究を行うことにより、拠点の運営に必要な協力を
行う研究施設（国内に置かれたものに限り、大学に置かれたものを除く）。

（認定の基準）
第３条 認定の基準は次のとおりとする。
一 申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されていること。
二 申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境等に照らし、当該申請施設の目的たる研究の分野
における中核的な研究施設であると認められること。
三 共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えていること。
四 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と認めるものにつ
いて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる委員で組織する運営委員会等を
置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数の二分の一以下であること。
イ 当該申請施設を置く大学の職員
ロ 関連研究者
ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者
五 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、関連研究者その他の申請施
設を置く大学の職員以外の者の委員の数が委員の総数の二分の一以上である組織の議を経て採択
を行っていること。
六 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必要
な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備していること。

七 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施設、設備及び資
料等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共同研究への参加に関する情報の
提供を広く行っていること。
八 共同利用・共同研究に多数の関連研究者が参加することが見込まれること。
九 多数の関連研究者から申請施設を拠点として認定するよう要請があること。
２ 連携施設がある場合は、前項各号に係る当該連携施設の状況を併せて考慮するものとする。

（認定の申請）
第４条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請する
ものとする。
一 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類
二 学則その他これに準ずるもので申請施設の設置を記載しているものの写し
三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類
四 申請施設の施設、設備及び資料等の状況を説明する書類
五 運営委員会等の規則の写し及び名簿
六 共同利用・共同研究の募集及び採択の方法を説明する書類
七 共同利用・共同研究に参加する関連研究者への支援の体制を説明する書類
八 関連研究者に対する情報提供の内容及び方法を説明する書類
九 関連研究者からの申請施設を拠点として認定すべき旨の要請を証する書類
十 その他前条に規定する基準に適合することを説明する書類

（認定の手続）
第５条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定をするかどうかを決定
し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその結果を通知するものとする。
２ 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるものとする。

（変更及び廃止等の届出）
第６条 拠点の認定を受けた研究施設を置く大学の学長（以下「学長」という。）は、次に掲げる場合（拠
点の認定を受けた研究施設の連携施設に関する変更がある場合を含む。）には、あらかじめ、その旨を
文部科学大臣に届け出るものとする。
一 当該研究施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。
二 運営委員会等の規則を変更しようとするとき。
三 当該研究施設を廃止しようとするとき。
四 当該研究施設を共同利用・共同研究の用に供することをやめようとするとき。

（文部科学大臣への報告等）
第７条 学長は、毎年度、当該年度における共同利用・共同研究の実施計画を定め、当該年度の開始
前に、文部科学大臣に提出するものとする。
２ 学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用・共同研究の実施状況を取りまと
め、文部科学大臣に提出するものとする。

（認定の取消し）
第８条 文部科学大臣は、拠点が第３条に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、認定を取
り消すことができる。

（認定等の公表）
第９条 文部科学大臣は、拠点の認定をし、若しくはこれを取り消し、又は第６条第３号の届出を受けた
ときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。

共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（平成20年文部科学省告示第133号）

学校教育法（昭和22年法律第26号）

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）



共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項（抄） 

 

５．審議に当たっての主な観点 

学校教育法施行規則第１４３条の３に掲げる拠点の趣旨及び規程第３条に掲げる認

定の基準に基づき、以下の主な観点により審議を行う。 

 

① 申請施設が、大学の学則その他これに準ずるものに記載されているか。 

（規程第３条第１号関連） 

○ 大学学則、大学組織規則、研究所組織規程等に申請施設が明確に位置付けられているか。 

○ 申請施設が、研究室など極端に細分化された単位ではないか。 

○ ネットワーク型拠点の場合、全ての構成施設がこれらの観点を満たしているか。 

 

② 申請施設が、研究実績、研究水準、研究環境等に照らし、当該申請施設の目的

たる研究の分野における中核的な研究施設であると認められるか。 

（規程第３条第２号関連） 

○ 下記のような点を総合的に考慮して、申請施設が当該分野における中核的な研究施設であ

ると認められるか。 

・ 申請施設におけるこれまでの研究成果、共同利用・共同研究の実績 

・ 競争的資金の採択状況 

・ 卓越した研究者やリーダーの存在 

・ 大型プロジェクトの発案、運営、ネットワーク構築等の取組状況 

・ 申請施設が有する施設・設備及び学術資料等の整備状況・利用状況 等 

○ ネットワーク型拠点の場合、ネットワーク全体として中核的な研究施設であると認められ

るか。 

○ 同一分野に複数の拠点が想定される場合、以下の点に留意し、それぞれの申請施設が中核

的な研究施設であると認められるか。 

・ 当該分野における各拠点の特徴 

・ 当該分野における拠点毎の役割分担及び連携体制 

・ 当該分野における拠点分散の必要性及び地域性 

・ 各拠点における研究者の集積の見込み 

・ 各拠点に対する研究者コミュニティの支持の状況 等 

 

③ 共同利用・共同研究に必要な施設、設備及び資料等を備えているか。 

（規程第３条第３号関連） 

○ 共同利用・共同研究に必要な施設、設備、学術資料、データベース等を保有しているか。 

○ 上記の施設、設備、学術資料、データベース等が、申請時点において共同利用・共同研究

にどの程度利用されているか（利用者数、利用数、アクセス数 等）。 

 

④ 共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって、申請施設の長が必要と

認めるものについて、当該申請施設の長の諮問に応じる機関として、次に掲げる

委員で組織する運営委員会等を置き、イの委員の数が運営委員会等の委員の総数



の２分の１以下であるか。 

イ 当該申請施設を置く大学の職員 

ロ 関連研究者 

ハ その他当該申請施設の長が必要と認める者 

（規程第３条第４号関連） 

○ 申請施設を置く大学の職員が２分の１以下であり、かつ、研究者コミュニティの意向を適

切に反映できる人数・構成となっているか。（例えば、当該大学内の委員が多すぎるな

ど、全国の関連研究者の意向を反映させにくい構成となっていないか） 

○ 審議事項等から見て、拠点における運営委員会の位置付け・役割は適切か。 

○ ネットワーク型拠点の場合、全体として拠点機能を発揮できる構成となっているか。（例

えば、構成施設単位で運営委員会が設置されるような体制になっていないか） 

 

⑤ 共同利用・共同研究の課題等を広く全国の関連研究者から募集し、関連研究者

その他の申請施設を置く大学の職員以外の者の委員の数が委員の総数の２分の１

以上である組織の議を経て採択を行っているか。 

（規程第３条第５号関連） 

○ 関連研究者その他の申請施設を置く大学の職員以外の者が２分の１以上であり、かつ、研

究者コミュニティの意向や国内外の研究分野の動向等を適切に反映できる人数・構成とな

っているか。 

○ 共同利用・共同研究の課題等の募集方法や採択方法が具体的に構想されているか。 

 

⑥ 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対し、申請施設の利用に関する技

術的支援、必要な情報の提供その他の支援を行うために必要な体制を整備してい

るか。                       （規程第３条第６号関連） 

○ 共同利用・共同研究に参加する関連研究者に対する支援業務に従事する専任職員（教員、

技術職員、事務職員等）が配置されているか。 

○ 技術的支援について、例えば、技術職員の配置や設備のスムーズな利用等の面で、適切な

体制が整備されているか。 

○ 関連研究者に対して、必要な情報を継続的に提供するための体制が整備されているか。 

○ その他拠点の活動内容に応じて、例えば、事務体制や研究スペースの確保、宿泊施設の確

保等が適切に行われているか。 

○ 関連研究者に対する支援を行うに当たって、必要な全学的支援（予算・人員の配分等）が

継続的に得られる見込みがあるか。 

○ ネットワーク型拠点の場合、当該拠点の運営の中核となる研究施設が設定され、当該施設

が拠点の活動全体に責任を持って中心的役割を果たす体制が構築されているか。 

 

⑦ 全国の関連研究者に対し、共同利用・共同研究への参加の方法、利用可能な施

設、設備及び資料等の状況、申請施設における研究の成果その他の共同利用・共

同研究への参加に関する情報の提供を広く行っているか。 

 （規程第３条第７号関連） 

○ 下記のような情報について、例えば、ホームページやメーリングリスト、ソーシャル・ネ



ットワーキング・サービス（ＳＮＳ）、学会誌での情報提供等により、広く情報提供を行

う具体的方策が定まっているか。 

・ 共同利用・共同研究への参加の方法（課題の公募要領、施設の利用要領・利用資格等） 

・ 共同利用・共同研究において利用可能な施設、設備及び資料等の状況 

・ 申請施設における研究の成果 

・ その他共同利用・共同研究に参加する際に得られる支援の内容等 

 

⑧ 共同利用・共同研究に多数の関連研究者が参加することが見込まれるか。ま

た、多数の関連研究者から申請施設を拠点として認定するよう要請があるか。                  

（規程第３条第８号及び９号関連） 

○ これまでの共同利用・共同研究の実績（共同研究者数）はどの程度か。 

○ 対象となる研究者コミュニティが明確にされており、当該拠点が研究者コミュニティにと

って必要不可欠であり、当該研究分野の発展に寄与するものか。また、当該拠点と研究者

コミュニティが円滑かつ良好な関係を構築できているか。 

○ 研究者コミュニティの規摸や当該拠点の規摸等を考慮して、多数の関連研究者の参加が見

込まれるか。 

○ 構想されている共同利用・共同研究の内容は関連研究者の要望を十分反映したものとなっ

ているか。 

 

⑨ 各国立大学の特色・強みとしての国立大学の機能強化への貢献 

○ 国際化へどのように貢献していくのか。（国際化へ向けた体制の強化や国際公募の状況

等） 

○ 若手・女性・外国人研究者の人材育成及び博士課程学生の教育にどのように貢献していく

のか。 

○ 企業等との連携等によるイノベーションの創出にどのように貢献していくのか。 

○ 地域の中核拠点として地方の活性化等にどのように貢献していくのか。 

○ 年俸制やクロスアポイントメント制度の導入等により人材の流動化にどのように貢献して

いくのか。 

 

⑩ 第３ 期中期目標・中期計画期間における拠点としての方向性 

○ 国立大学改革が進む中、第３期中期目標・中期計画期間において、拠点としてどのような

方向性をもって取り組んでいるのか。 

・ 重視する方向性の例：グローバル化、人材養成機能の強化、新分野創成、異分野融合研究

の推進等 

○ 大学として拠点をどのように位置付け、今後どのように評価し、発展させていくのか。 

 

⑪ 以上のような観点を総合的に考慮して、当該分野における中核的な拠点として

認められるか            （学校教育法施行規則第１４３条の３第２項関連） 

○ 拠点の形成により、当該学問分野の発展にどのように寄与するか。 

○ 内外の研究動向や国の学術研究全体の中での当該分野の役割の重要性等も踏まえ、拠点形

成の必要性があるか。 


